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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和２年３月１０日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市中央公民館 １階 多目的ホール 

 

３．農業委員  １０名中９名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  野 田   稔  由 喜 門  尊 

木 下   泉  石 黒 五 月  大 森 茂 利  久 山 英 之 

藤 澤 美 芳 

 

欠席委員 

藤 原 由 果 

 

４．農地利用最適化推進委員   

山 本 満 政  山 﨑   徹  佐 藤 辰 也  岡 﨑   浩 

原 田 敏 一  鷹 取 美 春  福 池 正 美  藤 原 和 正 

射 越 誠 一   

 

欠席委員  

松 尾 頼 男 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 蒲 直之 

  事 務 局 溝邊 和典 

 

６．議事内容 

報 告 事 項  農地法許可に係る専決処分について 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和元年度瀬戸内市農業委員会、第

１２回の総会を始めさせていただきます。開会にあたりまして、木下

会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。新型コロナが大変な時期に、総会にご出席いた

だきありがとうございます。本日も皆様の適正なる審査、ご意見のほ

どよろしくお願いします。 

事 務 局 長 ありがとうございました。ただいまの農業委員の出席数は定数１０名

のうち９名ということで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条に

より、この総会が成立していることをご報告いたします。なお、藤原

委員からは欠席の届出があったことを申し添えます。以降の議事の進

行につきましては木下会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の 

署名委員さんに石黒委員、大森委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。まず、報告事項、農地法

許可に係る専決処分について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、本日の議案の説明に入らせて頂きます。 

議案資料１項目をご覧ください。農地法許可に係る専決処分について

でございます。令和元年度瀬戸内市農業委員会第１１回総会で転用許

可と議決され、岡山県農業会議に諮問したところ、許可が適当である

との意見答申を受けました有限会社グリーン・エステート１件の農地

法５条許可申請につきまして、令和２年２月２８日付けで瀬戸内市開

発協議会から承諾を得ましたので、同日の２８日付けで許可しており

ますことを報告したものとなっております。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。ただ今の報告事項につきまして何か

ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長 それでは、ご意見がないようですので、この件につきましては、報告

承認とさせていただきます。 

それでは続きまして第１号議案、農地法第３条許可申請について、事

務局から説明をお願いします。 

事  務  局 議案資料の２頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請についてで

ございます。 

 【１番案件】 

        譲受人「牛窓町牛窓■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。

譲渡人「長船町土師■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。

農地の所在地は「牛窓町牛窓１０９９－５６」。登記、現況地目はい
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ずれも「畑」。面積は２２３㎡。「牛窓町長浜６８８８－８３」。登

記、現況地目はいずれも「畑」。面積は７４８㎡。「牛窓町長浜６８

８８－８４」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は７４８㎡。

譲受人の農地までの距離は２ｋｍ。耕作面積は７，３０７㎡となって

おります。家族数、耕作者数はいずれも２名。取得の理由は「贈反」

によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所

有権移転によるもので１０ａあたり■■万円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地は１年前から譲受人の「■■ ■■」

さんが「畑」として管理しており、今後も同様に「畑」として耕作を

行うことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的か

つ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、

事務局と担当委員の山本委員と松尾委員で現地調査を行い、周辺の農

地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

        譲受人「邑久町上笠加■■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。譲

渡人「邑久町下笠加■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。農地の所

在地は「邑久町上笠加４８２－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は６０３㎡。「邑久町上笠加６０５－１」。登記、現況

地目はいずれも「田」。面積は１,２９６㎡。「邑久町上笠加６０５－

３」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１０６㎡。「邑久町

上笠加６０６－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１,２

９６㎡。「邑久町上笠加６０６－３」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は１０８㎡。譲受人の農地までの距離は２００ｍ。耕作
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面積は９１，３５７㎡となっております。家族数は３名、耕作者数は

１名。取得の理由は「贈反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要

望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■

■万円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまで譲受人の「■■ ■」さん

が「田」として管理しており、今後も同様に「田」として耕作を行う

ことから、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務

局と担当委員の原田委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状況

等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【３番案件】 

        譲受人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■

■」。譲渡人「長船町磯上■■■■■■ ■■■■■」。農地の所在

地は「長船町磯上１０１－２」。登記、現況地目はいずれも「田」。

面積は１,０３９㎡。「長船町磯上１０２－１」。登記、現況地目はい

ずれも「田」。面積は６９３㎡。「長船町磯上１０２－２」。登記、

現況地目はいずれも「田」。面積は１５㎡。「長船町磯上１０２－

３」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は６．６６㎡。「長船

町磯上１０３－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は６１

４㎡。「長船町磯上１０３－２」。登記、現況地目はいずれも「田」。

面積は１０８㎡。「長船町磯上１０３－６」。登記、現況地目はいず

れも「田」。面積は１０㎡。譲渡人「長船町磯上■■■■■ ■■ 

■■ ■■■ ■■■」。農地の所在地は「長船町磯上１０６－４」。
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登記、現況地目はいずれも「田」。面積は６２㎡。「長船町磯上１０

６－５」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は１,４６４㎡。譲

受人の農地までの距離は３ｋｍ。耕作面積は１０６，９１６㎡となっ

ております。家族数、耕作者数はいずれも２名。取得の理由は「増

反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、

所有権移転によるもので１０ａあたり■■■万円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地はこれまでは別の耕作者が「田」とし

て管理しておりましたが、今後は、譲受人の「■■ ■■」さんが同

様に「田」として耕作を行うことから、本件の権利取得により周辺の

農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないもの

と考えられます。なお、事務局と担当委員の藤原委員とで現地調査を

行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番案件について、山本委員お願いします。 

山 本 委 員  申請地は一年前から、譲受人の■■ ■■さんが耕作をしていました。

今後も、引き続き畑として耕作をするということで特に周辺農地への

問題もないと思われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、２番案件について、原

田委員、お願いします。 

原 田 委 員   ２番案件についてご説明します。譲渡人の■■さんの申請地は、以前

から譲受人の■■ ■さんが借りて耕作をしており、■■さんは高齢
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の為今後は耕作をしないということで、今後も引き続き耕作をされる

ということです。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、３番案件について、藤

原委員、お願いします。 

藤 原 委 員   ３番案件についてご説明します。譲渡人の■■■■■と■■さんの申

請地は、地区の特定の人に耕作を依頼していましたが、体調を崩した

為、今後は耕作できないという話を受けていたところ、譲受人の■■

■■さんが譲渡してほしいということで話がまとまりました。周辺農

地への問題もないと思われます。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。第２号議案農地法第４条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  申請人「邑久町豊安■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は

「邑久町豊安２１７－１」。地目は「田」。面積は９９０㎡。転用目

的は｢農業用倉庫及び農作業場 農機具置場」。施設の概要は｢農業用

倉庫 １棟 １８８．７６㎡」。農地区分は農用地で１０ａあたりの

収量は米■■■kg となっております。資金は借入金が■■■■■万円。

隣地への被害はありません。なお、転用申請によるもので、農用地区

域内農地です。場所につきましては、資料７ページをご覧ください。

ブルーライン瀬戸内ＩＣのから東へ約２７０ｍのところに位置してお

ります。 

【２番案件】 

  申請人「邑久町豊安■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は

「邑久町豊安２１７－５」。地目は「田」。面積は３０９㎡。「邑久

町豊安２１８」。地目は「田」。面積は７０８㎡。「邑久町豊安２１

９」。地目は「田」。面積は３７１㎡。「邑久町豊安２２０」。地目

は「田」。面積は２８５㎡。「邑久町豊安２２１」。地目は「田」。

面積は４９７㎡。転用目的は｢農地改良」。農地区分は農用地で１０ａ
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あたりの収量は米■■■kgとなっております。資金は借入金が■■■

万円。隣地への被害はありません。なお、一時転用申請によるもので、

農用地区域内農地です。場所につきましては、資料７ページをご覧く

ださい。ブルーライン瀬戸内ＩＣのから東へ約２７０ｍのところに位

置しております。 

【３番案件】 

  申請人「邑久町福中■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地

は「邑久町福中１５１－１」。地目は「田」。面積は８２５㎡。転用

目的は｢農業用倉庫及び機械置場」。施設の概要は｢農業用倉庫 １棟 

１００㎡」。農地区分は農用地で１０ａあたりの収量は米■■■kgと

なっております。隣地への被害はありません。なお、転用申請による

もので、農用地区域内農地です。こちらの案件は、追認申請となって

おります。場所につきましては、資料８ページをご覧ください。ＪＲ

大富駅から北へ約５８０ｍのところに位置しております。 

【４番案件】 

  申請人「長船町飯井■■■■■ ■■■ ■■ ■■■」。土地の所

在地は「長船飯井８８３－１」。地目は「畑」。面積は８７㎡。転用

目的は｢露天駐車場」。農地区分は第２種農地で普通畑となっておりま

す。資金は自己資金が■■万円。隣地への被害はありません。なお、

転用申請によるもので、農用地区域外農地です。場所につきましては、

資料９ページをご覧ください。長船町公民館から東へ約３８０ｍのと

ころに位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件、２

番案件について、山﨑委員、お願いします。 

山 﨑 委 員 １番案件、２番案件についてご説明させていただきます。申請人の■

■■■さんは農業倉庫及び農作業場がないとのことで申請に至りまし

た。周辺農地への影響はないため問題はないと思われます。ご審議の

ほどお願いいたします。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして３番案件について、佐藤

委員、お願いします。 

佐 藤 委 員 ３番案件についてご説明させていただきます。事後申請であり、現場

を確認し、資料の通り農業用倉庫及び機械置場に利用されるそうです。

転用における周囲への影響はありません。ご審議のほどお願いいたし

ます。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして４番案件について、福地

委員、お願いします。 
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福 地 委 員 ４番案件についてご説明させていただきます。申請人の自宅近くの畑

であり、特に問題はありません。転用における周囲への影響はありま

せん。ご審議のほどお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第４条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料４頁目をご覧ください。第３号議案農地法第５条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  譲受人「邑久町尾張■■■■■■ ■■■ ■■ ■」。譲渡人「岡

山市中区■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は

「牛窓町長浜３７１９－３」。地目は「畑」。面積は４４０㎡。転用

目的は｢一般住宅」。施設の概要は「木造２階建 １棟 ８１.１５

㎡」「車庫 1棟 ３０．１７㎡」。建ぺい率は「２５.３％」。農地

区分は第２種農地で普通畑となっております。資金は借入金が■■■

■■万円となっております。隣地への被害はありません。なお、所有

権移転によるもので１０ａあたり■■■万円となっております。また、

農用地区域外農地です。場所につきましては、資料１０ページをご覧

ください。牛窓北小学校から北西へ約１３０ｍのところに位置してお

ります。 

【２番案件】 

  譲受人「邑久町北島■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■

■■」「岡山市北区■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■

■■ ■■ ■■■■■■■■■」。譲渡人「岡山市■■■■■■■

■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町北島７５９

－１」。地目は「畑」。面積は２５０㎡。「邑久町北島７５９－２」。

地目は「畑」。面積は２２㎡。「邑久町北島７５９－３」。地目は

「畑」。面積は１６７㎡。転用目的は｢露天駐車場」。農地区分は第２
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種農地で普通畑となっております。資金は自己資金が■■万円となっ

ております。隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるも

ので１０ａあたり無償となっております。また、農用地区域外農地で

す。場所につきましては、資料１１ページをご覧ください。今城小学

校から南西へ約６２０ｍのところに位置しております。 

【３番案件】 

  譲受人「邑久町虫明■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。譲渡人

「邑久町虫明■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は

「邑久町虫明４６５４」。地目は「畑」。面積は１４７㎡。転用目的

は｢露天駐車場」。農地区分は第２種農地で普通畑となっております。

資金は自己資金が■■万円。隣地への被害はありません。なお、所有

権移転によるもので１０ａあたり■■■万円となっております。また、

農用地区域外農地です。場所につきましては、資料１２ページをご覧

ください。邑久町漁協から北へ約５００ｍのところに位置しておりま

す。 

【４番案件】 

  譲受人「大阪府大阪市■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■

■」。譲渡人「長船町磯上■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■

■」。土地の所在地は「長船町福里３９８－１」。地目は「田」。面

積は９８６㎡。転用目的は｢建売分譲住宅」。施設の概要は｢建売住宅 

４棟 ２１９．０６㎡」「道路 ２２０．６３」。建ぺい率は「２

８.６％」。農地区分は第２種農地で１０ａあたりの収量は米■■■kg

となっております。資金は借入金が■■■■■万円。隣地への被害は

ありません。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■■■万円

となっております。また、農用地区域外農地です。場所につきまして

は、資料１３ページをご覧ください。長船町公民館から北東へ約６３

０ｍのところに位置しております。 

【５番案件】 

  譲受人「岡山市北区■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■」。

譲渡人「長船町土師■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在

地は「長船町土師３０９－１」。地目は「畑」。面積は８５４㎡。

「長船町土師３０９－４」。地目は「畑」。面積は１００㎡。転用目

的は｢貸露天駐車場」。農地区分は第３種農地で普通畑となっておりま

す。資金は自己資金が■■■■■万円。隣地への被害はありません。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■■■■■万円となって

おります。また、農用地区域外農地です。場所につきましては、資料
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１４ページをご覧ください。長船支所から西へ約１７０ｍのところに

位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、事務局お願いします。 

事  務  局 １番案件についてご説明します。申請地は譲受人である■■■さんは

邑久町に住んでおりますが、今後のことを考えて実家の近くに住居を

かまえたいとのことで、土地を探していました。申請地の目の前が譲

受人の実家とのことで、譲渡人と話がまとまったため申請に至りまし

た。隣地の承諾や排水先等の協議は整っておりますので特に問題はな

いと思われます。松尾委員からも特に問題がないと伺っております。 

ご審議のほどお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。続きまして２番案件について、岡﨑

委員、お願いします。 

岡 﨑 委 員 ２番案件についてご説明します。申請の土地は、譲渡人と譲受人の間

で話がありまして、隣に住んでおられる■■さんは駐車場が足りない

とのことで、話がまとまったため申請に至りました。周辺の方からの

承諾も得ており特に問題はないと思われますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。続きまして３番案件について、鷹取

委員、お願いします。 

鷹 取 委 員 ３番案件についてご説明します。譲受人の■■■■と譲渡人■■■■

との間で、数年前より耕作放棄地をどうにかしてほしいとの話があり

まして、最近になって露天駐車場として利用する話がまとまりました。

土木委員さんの許可も得ております。特に問題ないと思われます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。続きまして４番、５番案件について、

射越委員、お願いします。 

射 越 委 員 ４番案件についてご説明します。耕作していた田んぼが、周りに住宅

が増えて耕作しにくいとのことで、話がまとまり申請に至りました。

排水先等も確認しましたが周辺農地への影響もなく、特に問題ないと

思われます。次に５番案件ですが、■■さんが駐車場に買わせて欲し

いとのことで話がまとまり、申請に至りました。特に問題はないと思

われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 
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それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第３号議案農地法第５条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定）ということで、事務局の説明をお願い

します。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料５頁目、６頁目をご覧くださ

い。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につい

て議案書をもとに朗読】 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局   今後の予定でございますが、４月の総会につきましては、４月１６日

木曜日に予定しており、全員出席となっておりますのでおねがいしま

す。５月の総会につきましては、５月１８日月曜日を予定しておりま

すので、よろしくお願いします。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、令和元年度

３月の総会を閉会とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

（午前１０時００分 閉会） 
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上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

 

令和元年３月１０日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    

 

  


